
■新築住宅 [一戸建ての住宅]

（税抜金額）

※共同住宅等（長屋、併用含む）の料金は別途見積とする。

■その他

30,000

確認申請等によりＪＢＡＯ

で構造審査済の場合
20,000

JBAOで構造審査をしてい

ない場合
30,000

30,000

次世代住宅ポイント対象住宅証明書発行業務　料金表

変更申請

再発行

当初料金の半額

5,000 / 戸（税抜金額）

基準

断熱等性能等級4

一次エネルギー消費量等級4以上

免振建築物

高齢者等配慮対策等級3以上

30,000

料金

50,000

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上

別途見積

劣化対策等級3以上の住宅で、かつ、維持管理対策等

級2以上の住宅
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